
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 第１回松阪市火葬等業務委託公募型プロポーザル審査委員会 

２．開 催 日 時 平成３０年１月１２日（金） 午後１時３０分～午後２時３０分 

３．開 催 場 所 松阪市役所 ５階特別会議室 

４．出席者氏名 

外部委員 三木 求 氏、◎村林 守 氏、○大谷 久美 氏 

小山 利郎氏（◎委員長 ○副委員長） 

内部委員 環境生活部長 吉田 敏明 

事務局  環境課長 荒川 浩和 環境課主査 小林 一雅  

環境課墓苑係長 藤原 忠好 

５．公開及び非公開 

一部非公開 

（議題(2)以降は、松阪市情報公開条例第8条第4号及び第5号(イ)

該当するため非公開とします。） 

６．傍 聴 者 数 無し 

７．担 当 

松阪市環境生活部環境課 

TFL 0598-29-1317 

FAX 0598-29-1317 

e-mail  kan.div@city.matsusaka.mie.jp  

 

協議事項 

 １．委員長・副委員長の選任について（公開） 

２．審査結果の確認（非公開） 

３．一次審査通過者の決定（非公開） 

４．プレゼンテーション審査に向けた意見調整（非公開） 

５．その他（非公開） 

 

議事録 

 別紙 



第 1 回松阪市火葬等業務委託公募型プロポーザル審査委員会 

 

日 時  平成３０年１月１２日（金）１３時３０分から１４時３０分 

場 所  松阪市役所本庁舎５階 特別会議室 

出席者  外部委員 三木 求 氏 

村林 守 氏 

大谷 久美 氏 

小山 利郎氏 

内部委員 環境生活部長 吉田 敏明 

事務局  環境課長 荒川 浩和 環境課主査 小林 一雅  

環境課墓苑係長 藤原 忠好 

 

委員長・副委員長の選任について  

松阪市公の施設に係る指定管理者審査選定委員として審査選定に関わっていただいてい

る、村林委員が推薦される。同様の理由に加え、事業者の経営状況に関する分析評価の重要

性から、税理士である大谷委員が副委員長に推薦される。 

委員長・副委員長は推薦どおり承認される。 

委員会の公開・非公開の決定  

委託契約に関する事業者選定に向けた委員会であり、提案事業者が委員意見を把握するこ

とで、プレゼンテーションを有利に進めることができること、審査において低い評価や厳し

い意見が出される場合も想定されるが、そういった場合に委員の活発な議論の弊害となるこ

とが想定される。 

また、指針により非公開とすることができる、情報公開条例第８条第４号「内部における

審議で意思決定の中立性が損なわれるおそれ、特定の者に不当に利益を与えるおそれがある

もの」及び第５号（イ）に規定される「公にすることにより、市の当該事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当すると考えられることから、本日及び第２

回ともに非公開と決定される。 

審査結果の確認  

委員による一次審査の結果、Ａ・Ｂ社の内容審査点は以下のとおりとなった。  

Ａ社 ５２．９０点 

Ｂ社 ５３．２０点 

委員間において高く評価した点、疑問を持った点などの意見交換がなされた。出された意

見は概ね以下のとおり。 

 両社の提案書は文書としての体裁や内容の整理にはかなり差が有る。 

 両者ともに業務経験があり火葬業務に精通していると感じられる。 



 Ｂ社の方が企業規模の大きさから支援体制は期待できる。 

 両社とも提出資料からは財務状況が著しく悪いといった状況は見受けられない。  

 売上についてＡ社は減少傾向であるが、Ｂ社は増加傾向にある。 

 Ａ社の霊柩車運行において、故人の思い出の場所を通るといった配慮は評価できる。 

 Ａ社の提案書については募集要項を熟読しておらず、自社の質問に対する回答も熟

読せずに作成されている。 

 Ａ社の提案には技能長や技術長が混在している。 

 Ａ社の提案書は松阪市の漢字が大半誤っている。 

 Ａ社の職員体制に対する提案には、勤務シフト表も有り具体的で評価できる。 

 Ｂ社は提案項目ごとの提案内容が具体的で評価できる。 

 Ｂ社の提案書のうち災害時の対応については、近隣の関係施設までの距離や時間ま

で記載されており信頼性が高く評価できる。 

 Ａ社の提案では社員研修が非常に多いが、通常業務を行いながら実現できるのか。  

 Ｂ社の提案ではエリアマネージャーの配置などの支援体制は評価できる。 

 Ｂ社は社員の福利厚生が充実しており安定雇用の期待が持てる。 

一次審査通過者の決定  

一次審査結果は僅差であるため、２社ともに一次審査通過となった。 

 

プレゼンテーション審査に向けた意見調整  

より審査を充実させるため、質問内容の協議が行われ各委員の専門を生かし、概ね以下の

質問が行われることとなった。 

 今後の事業展望や財務内容などについて 

 具体的な従業員の地元雇用について 

 人員体制や研修体制について 

 市との関係性について 

 提案内容の確実な履行について 


